
令和７年度大洲市登録手話通訳者認定試験実施要領 

 

１ 目的 

 手話技術を学び、聴覚障がい者に関する知識を有する者を対象に、登録手話

通訳者認定試験を実施し、意思疎通支援者の拡大を行うことにより、聴覚障が

い者の人格を尊重するとともに社会参加の促進を図り、その福祉を増進するこ

とを目的とする。 

 

２ 主催 

 大洲市 

 

３ 協力団体 

 八幡浜聴覚障害者協会 

 

４ 実施方法 

社会福祉法人全国手話研修センター発行の手話奉仕員養成講座テキスト（入

門・基礎編）の内容を基に、登録手話通訳者認定試験実行委員会を設置し、試験

を実施する。 

 

５ 実施日時 

 令和８年２月２２日（日）午後１時から 

 

６ 実施場所 

 大洲市役所（大洲市大洲６９０番地の１）別館３階会議室ほか 

 

７ 試験内容 

 筆記試験・読み取り・手話表現・面接 

 

８ 受験資格 

 （１） 年齢１８歳以上である者 

（２） 手話奉仕員養成講座（入門・基礎編）の修了者 

（３） （２）と同程度の技術と知識を有する者 

（４） 大洲市に居住し、又は勤務する者 

 

９ 費用負担 

 受験料５００円（試験資料等実費負担） ※試験当日、現金で徴収します。 

 

10 申込方法 

 別紙「受験申込書」を記入の上、11の申込先へ提出する。 



11 申込先 

 大洲市役所市民福祉部社会福祉課（大洲市大洲６９０番地の１） 

 電話 ０８９３－２４－１７５８  ＦＡＸ０８９３－２４－０９６１ 

 

12 申込締切 

 令和８年２月１０日（火）必着 

 

13 合格証明書の交付 

 認定試験に合格した者には、合格証明書を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


